
　まずは裏面にて要件をチェック！

助成金診断助成金診断

〜主な助成⾦⼀覧〜

4月4月
21日・23日21日・23日

無料相談会無料相談会

※その他、各助成⾦のコースや、地⽅⾃治体独⾃のものや補助⾦など多数ございます。

新年度が始まる季節となりました。

4月から新しい予算案が組まれ、助成金の拡充や新規創設されるものもあります。

申請対象になりそうな要件がないかチェックしてみましょう！

特定求職者雇⽤開発助成⾦特定求職者雇⽤開発助成⾦
➥特定就職困難者コース

(⾼年齢者、障害者、⺟⼦・⽗⼦家庭等の就職困難者をハローワークを通じて雇⽤する)

65歳超雇⽤推進助成⾦65歳超雇⽤推進助成⾦
➥65歳超継続雇⽤促進コース
➥⾼年齢者無期雇⽤転換コース

(定年年齢65歳以上への引き上げや70歳以上の継続雇⽤を考えている)

キャリアアップ助成⾦キャリアアップ助成⾦

働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦
(設備投資等を⾏い、労働時間の縮減等就業改善の促進を図る)

両⽴⽀援助成⾦両⽴⽀援助成⾦
➥出⽣時両⽴⽀援コース
➥育児休業等⽀援コース
➥育休中等業務代替⽀援コース
➥介護離職防⽌⽀援コース
➥柔軟な働き⽅選択制度等⽀援コース
➥不妊治療両⽴⽀援コース      

(男性の育児休業の促進を⽀援する)

(育休によって業務を代替する労働者を⽀援する)
(円滑な育休取得・職場復帰への取組を⽀援する)

(円滑な介護休業の取得・職場復帰への取組を⽀援する)
(柔軟な働き⽅選択制度を導⼊・⽀援する)

(不妊治療と仕事の両⽴の為職場環境の整備をする)

⼈材開発助成⾦⼈材開発助成⾦
（職務に関連した職業訓練等を⾏う予定がある）

➥正社員化コース
➥社会保険適⽤時処遇改善コース
➥賃⾦規程等改定コース
➥賃⾦規程等共通化コース
➥賞与・退職⾦制度導⼊コース          

(パートやアルバイトを正社員化する)
(パートやアルバイトの社会保険加⼊を⾏う)

(パートやアルバイトの基本給を増額する規程を作成)
(パート等と正社員で同じ仕事に応じた賃⾦規程を作成)

(パート等に賞与・退職⾦制度を設け、実施する)

業務改善助成⾦業務改善助成⾦
（事業場内の最低賃⾦引上げ+設備投資等の計画がある）



助成⾦ 無料相談会 申込⽤紙

会社情報

希望⽇ 希望時間帯

希望会場

助成⾦ 当てはまる要件をチェック

QRコード⼜はHPからも
お申込みいただけます！

メールアドレス：

□4/21(⽉)
□4/23(⽔)

第1希望              第2希望
※ 10：00〜17：00の内でご記⼊ください。1社45分程度。

　　：　　～ 　　：　　～

所在地：

TEL： FAX：

・ご送信後3営業⽇以内にFAXにてご連絡いたします。 
 ※FAX以外をご希望の場合、右記よりご希望⽅法をお選びください。（ □ＴＥＬ希望 □メール希望 ）
・もし連絡がない場合は、お⼿数ですが弊事務所までご連絡お願いします。（TEL:0120-66-8050）

会社名：

業種：

従業員数：

御役職・御芳名：

□神⼾事務所 (神⼾市中央区中⼭⼿通5-1-1神⼾⼭⼿⼤⽊ビル6F)
□姫路事務所 (姫路市安⽥4丁⽬36番地マサミビル3F)
□オンライン相談希望 (PCをご⽤意ください。ソフトは不要です。)

FAX:0120-38-3399

神⼾事務所 〒650-0004 神⼾市中央区中⼭⼿通5-1-1神⼾⼭⼿⼤⽊ビル6F
            TEL:078-361-2031 FAX:078-361-2035   
姫路事務所 〒670-0955 姫路市安⽥4丁⽬36番地マサミビル3F    
            TEL:079-286-5030  FAX:079-286-5040
      ＵＲＬ:http://www.roumpro.com メール:info@sssr. jp

労働保険(雇⽤保険)に加⼊している □はい    □いいえ

□はい    □いいえ

□はい    □いいえ

□はい    □いいえ

□はい    □いいえ

□はい    □いいえ

□はい    □いいえ

□はい    □いいえ

□はい    □いいえ

□はい    □いいえ

□はい    □いいえ

就業規則を作成し、労働基準監督署に届出している

育児・介護休業を取得の可能性がある従業員がいる

配偶者に出産予定がある男性従業員がいる

定年年齢、継続雇⽤年齢の引き上げを考えている

事業場の設備投資やシステム導⼊を検討している

パートやアルバイト等の社会保険加⼊を検討している

パートやアルバイト等の正社員化を検討している

従業員の社内研修や外部での研修を予定している

⼈⼿不⾜により外国⼈労働者を採⽤する予定がある

社会保険労務⼠と顧問契約している

  私たちが対応いたします！ 

特定社会保険労務⼠
庄司 茂

特定社会保険労務⼠
森 貴光

特定社会保険労務⼠
岸⽥ 岳

社会保険労務⼠
⾕⼝ 陽⾹

特定社会保険労務⼠
濵崎 靖⼦

・ご記⼊いただきました個⼈情報は、ご案内をお送りする等、弊事務所業務以外には使⽤いたしません。
・情報管理は厳重に⾏い、法的義務に伴う要請を受けた場合を除き、第三者への開⽰等は⼀切いたしません。
・弊事務所が要求する個⼈情報の提供は任意です。
  社会保険労務⼠法⼈ 庄司茂事務所   個⼈情報保護管理者 岸⽥岳 TEL：078-361-2031
・当チラシは2025年3⽉に作成しております。法令改正等により内容が法令に準拠しない場合があります。


